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５月３１日まで全小中学校の臨時休業期間を延長します 
 

 
 

 

１ 延長する臨時休業期間 

５月７日（木）から５月３１日（日）まで 

さらに延長することがあればお知らせします。 

 

２ 自主登校教室 

現在実施中の「自主登校教室」を延長して実施 

・延長期間 ５月７日（木）から５月２９日（金）までの臨時休業期間（土日は除く） 

・時間   午前８時３０分から午後３時まで（登下校時間を含む） 

・対象   やむを得ず、日中保護者または親族等が監護できない児童 

 

３ その他 

・自主登校教室の実施においても、「密集」、「密接」、「密閉」を避け、児童にも検温、マス

ク着用などの感染防止対策を講じたうえで、児童の居場所を確保します。 

・放課後児童クラブは、これまで通り午後３時から午後７時まで実施します（小学１年生

は午前１１時３０分から受入れ） 

※土曜日は午前７時３０分から午後７時まで実施します。 

学校教育課 
担当：教育指導チーム 大西 

（０５６２－３６－２６８０） 
子ども若者支援課 
担当：放課後施設チーム 小西 

（０５６２－３６－２６５６） 
 

 愛知県からの要請があるとの予測のもと、５月３１日まで臨時休業期間を延長します。 

 「自主登校教室」も延長します。 

 

臨時休業期間中は、小学校内に「自主登校教室」を設置します。 


